
○ 安全に道路を通行するための教育を徹底しましょう。
○ 飲酒運転を「絶対にしない・させない・許さない」を
徹底しましょう。
○ 運転中のスマホや歩きスマホの危険についての広報啓発を
推進しましょう。

○ 横断歩道付近の安全確認を徹底し、横断歩道を渡ろう
と している歩行者がいる場合は 、 横断歩道の手前で
必ず一時停止をしましょう。
○ 命 を 守 る た め 、 全 座 席 で の シ ー ト ベ ル ト 着 用 や
チャイルドシートの正しい使用を徹底しましょう。

○ 道路を横断するときは、横断歩道を渡り、手をあげる
などの意思表示をして左右の安全を確認しましょう。
○ 車の直前・直後の横断は危険ですのでやめましょう。
○ 早朝や夜間・夕暮れ時の外出は、明るい色の服装と
反射材を着用しましょう。
○ ながらスマホは危険です。絶対にやめましょう。
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毎 月 １ ０ 日 は 「 県 民 交 通 安 全 の 日 」
地域の交通事故情勢に応じた活動を行う日です。地域や職場、学校、家庭等で交通安全活動に取り組みましょう。

令和８年 春の全国交通安全運動

○ 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
○ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
○ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
○ 脇見・ぼんやり運転等の追放（宮崎県独自）

４月６日（月）～４月１５日（水）
※４月１０日（金）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

実施期間

運動の重点

令和７年度交通安全ポスター
コンクール

【高校・一般の部 銀賞】
木村 一歌さんの作品

歩行者は・・・

運転者は・・・

家庭・地域・学校・職場では・・・

令和８年４月１日（水）から、16歳以上の自転車運転者による一定
の交通違反に対する交通反則通告制度（青切符）が導入されます。
自転車を運転するときは、乗車用ヘルメット着用など、自転車の交通
ルールを守りましょう。


